
｢愛心深入」における女の因業

『
日
本
霊
異
記
」
（
以
下
「
霊
異
記
』
）
中
巻
第
四
十
一
縁
（
以
下
、
本
縁
）

は
、
蛇
と
人
間
の
娘
と
の
異
類
婚
姻
護
を
語
る
。
河
内
国
の
裕
福
な
家
の

娘
が
蛇
に
犯
さ
れ
、
蛇
の
子
を
身
籠
も
る
が
、
薬
師
の
治
癒
に
よ
っ
て
蛇

の
子
の
堕
胎
に
成
功
し
て
意
識
を
取
り
戻
す
。
し
か
し
娘
は
三
年
後
、
再

び
蛇
と
姦
通
す
る
。
そ
の
際
に
、
本
文
で
は
娘
の
状
態
を
「
愛
心
深
く
入

り
て
、
死
に
別
る
る
時
に
、
夫
と
妻
と
父
母
と
子
と
に
恋
ひ
て
」
と
描
写

さ
れ
、
そ
の
娘
は
「
我
れ
死
な
ば
、
ま
た
の
世
に
か
な
ら
ず
ま
た
相
は
む
」

と
の
遺
言
を
家
族
に
残
し
て
死
ぬ
。
そ
の
後
、
「
経
に
説
き
た
ま
ふ
が
如

し
」
（
出
典
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
）
と
し
て
、
母
と
息
子
の
近
親
相
姦
と
、

狐
に
転
生
し
た
息
子
の
、
二
つ
の
説
話
を
載
せ
る
。（１）

以
下
に
、
対
象
と
す
る
本
縁
の
全
文
を
挙
げ
る
。

女
人
大
蛇
に
婚
は
れ
薬
の
力
に
頼
り
て
命
を
全
く
す
る
こ
と
得
る
縁

第
四
十
一

Ａ
（
１
）
河
内
国
更
荒
郡
馬
甘
里
に
、
富
め
る
家
有
り
。
家
に
女
子

有
り
。
大
炊
天
皇
の
世
の
天
平
宝
字
三
年
己
亥
の
夏
四
月
に
、
其
の

女
子
桑
に
登
り
て
葉
を
揃
く
。
時
に
大
蛇
有
り
。
女
の
登
る
桑
に
纏

「
愛
心
深
入
」
に
お
け
る
女
の
因
業

Ｉ
『
日
本
霊
異
記
」
中
巻
第
四
十
一
縁
Ｉ

は
じ
め
に

り
て
登
る
。
路
往
く
人
見
て
嬢
に
示
す
。
嬢
見
て
驚
き
落
つ
。
蛇
ま

た
副
ひ
て
堕
ち
、
纏
り
て
婚
ひ
、
慌
迷
ひ
て
臥
す
。
父
母
見
て
、
薬

師
を
請
召
ぶ
。
嬢
蛇
と
倶
に
、
同
じ
き
床
に
載
せ
ら
れ
、
家
に
帰
り

庭
に
置
か
る
。
稜
の
藁
三
束
を
焼
き
《
三
尺
を
束
と
成
し
三
束
と
す
》
、

湯
に
合
せ
て
汁
を
取
る
こ
と
三
斗
、
煮
煎
て
二
斗
と
成
、
猪
の
毛
十

把
を
剋
み
末
き
て
汁
に
合
す
。
然
う
し
て
当
の
嬢
の
頭
と
足
と
に
概

を
打
ち
て
懸
け
釣
り
、
口
を
開
き
て
汁
を
入
る
。
汁
一
斗
入
る
れ
ば
、

す
な
は
ち
蛇
放
れ
往
き
、
殺
し
て
棄
つ
。
蛇
の
子
白
く
凝
り
て
蝦
蟆

の
子
の
如
し
。
猪
の
毛
蛇
の
子
の
身
に
立
ち
て
、
間
よ
り
出
づ
る
こ

と
五
升
ば
か
り
な
り
。
口
に
二
斗
入
る
れ
ば
、
蛇
の
子
み
な
出
づ
。

迷
惑
へ
る
嬢
す
な
は
ち
醒
め
て
言
語
ふ
。
二
親
問
へ
ぱ
、
答
へ
て
い

は
く
「
我
が
意
夢
の
如
し
。
今
醒
め
て
本
の
如
し
」
と
い
ふ
。
薬
を

服
む
こ
と
是
く
の
如
し
。
何
ぞ
謹
み
て
用
ざ
ら
む
。
Ａ
（
２
）
然
う

し
て
三
年
を
経
、
彼
の
嬢
ま
た
蛇
に
婚
は
れ
て
死
ぬ
。
「
ア
濁
側
淵

く
入
り
て
、
死
に
別
る
る
時
に
、
夫
と
妻
と
父
母
と
子
と
に
恋
ひ
て

是
の
言
を
作
し
て
い
は
く
「
我
れ
死
な
ば
、
ま
た
の
世
に
か
な
ら
ず

ま
た
相
は
む
」
と
い
ふ
。
【
愛
心
深
入
死
別
之
時
恋
於
夫
妻
及
父
母

子
而
作
是
言
我
死
復
世
必
復
相
也
】
其
の
測
識
は
、
業
の
因
縁
に
従

大
塚
千
紗
子
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｢愛心深入」における女の因業

ひ
て
、
或
る
は
蛇
馬
牛
犬
鳥
等
き
ら
に
生
る
。
先
の
悪
し
き
契
に
由

り
て
、
蛇
に
濁
訓
燭
凶
刺
、
或
る
は
怪
し
き
畜
生
に
せ
ら
る
。
Ｂ
愛

欲
一
に
あ
ら
ず
。
』
経
に
説
き
た
ま
ふ
が
如
し
「
昔
仏
と
阿
難
と
墓

の
辺
よ
り
過
ぐ
。
夫
妻
二
人
共
に
飲
食
を
備
け
、
墓
を
祠
り
慕
ひ
突

く
。
夫
は
母
を
恋
ひ
て
啼
き
、
妻
は
嬰
を
詠
ひ
て
泣
く
。
仏
妻
の
実

く
を
聞
き
て
音
を
出
し
て
嘆
き
た
ま
ふ
。
阿
難
白
し
て
言
さ
く
「
何

の
因
縁
を
以
ち
て
か
如
来
嘆
き
た
ま
ふ
」
と
ま
う
す
。
仏
阿
難
に
告

げ
た
ま
は
く
「
是
の
女
、
先
の
世
に
一
の
男
子
を
産
み
、
イ
深
く
愛

咽
劇
司
緬
訓
、
口
に
其
の
子
の
閏
を
喉
ひ
き
。
母
三
年
を
経
て
、
偉
候

に
病
を
得
、
命
終
る
時
に
臨
み
て
、
子
を
撫
で
て
閨
を
暖
ひ
て
斯
く

言
は
く
「
我
れ
生
々
世
々
に
、
常
に
生
れ
て
相
は
む
』
と
い
ひ
き
。

隣
の
家
の
女
に
生
れ
、
終
に
子
の
妻
と
成
り
、
自
が
夫
の
骨
を
祠
り

て
、
今
慕
ひ
突
く
。
本
末
の
事
を
知
り
、
故
に
我
れ
突
く
の
み
」
と

の
た
ま
ふ
」
と
は
、
其
れ
斯
れ
を
謂
ふ
な
り
。
Ｃ
ま
た
経
に
説
き
た

ま
ふ
が
如
し
「
昔
人
の
児
有
り
。
其
の
身
は
な
は
だ
軽
く
、
疾
く
走

る
こ
と
飛
ぶ
烏
の
如
し
。
父
常
に
ウ
重
ｕ
剰
酬
可
守
り
育
ふ
こ
と
眼

の
如
し
。
父
子
の
軽
き
を
見
て
書
へ
て
言
は
く
『
善
き
か
な
、
我
が

児
、
疾
く
走
る
こ
と
狐
の
如
し
』
と
い
ふ
。
其
の
子
命
終
り
て
、
後

に
狐
の
身
に
生
る
。
善
き
書
を
願
ふ
く
し
。
悪
し
き
臂
を
欲
は
ざ
れ
。

か
な
ら
ず
彼
の
報
を
得
る
が
故
な
り
」
と
。

本
縁
は
三
つ
の
話
で
構
成
さ
れ
、
本
稿
で
は
話
の
構
成
上
か
ら
Ａ
Ｂ
Ｃ

と
分
け
た
が
、
Ａ
に
つ
い
て
は
説
明
の
便
宜
上
Ａ
（
１
）
Ａ
（
２
）
に
分

け
た
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
し
て
は
、
三
輪
山
説
話
と
の
比
較
か
ら
論
じ

ら
れ
る
傾
向
が
強
く
、
神
で
あ
っ
た
蛇
の
畜
生
へ
の
零
落
、
及
び
神
話
の

（２）

形
骸
化
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
本
縁
が
異
類
婚

本
縁
は
説
話
の
文
脈
に
お
い
て
不
明
瞭
な
点
が
見
え
る
。
本
稿
で
問
題

と
す
る
「
愛
心
深
入
」
に
関
わ
る
部
分
な
の
で
、
ま
ず
そ
の
点
か
ら
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
Ａ
（
２
）
の
「
愛
心
深
入
死
別
之
時
恋
於
夫

妻
及
父
母
子
而
作
是
言
我
死
復
世
必
復
相
也
」
の
部
分
だ
が
、
狩
谷
板
齋

（３）

は
『
日
本
霊
異
記
孜
證
』
に
て
「
恐
有
二
誤
脱
一
」
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
「
愛

心
深
入
」
と
い
う
心
情
が
誰
の
誰
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
が
、
暖
昧

で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
娘
の
心
情
と
み
れ
ば
、
「
夫
妻
及
父
母
子
」
が
娘

と
関
係
す
る
家
族
の
中
で
誰
を
対
象
と
し
た
の
か
不
明
瞭
な
の
で
あ
る
。

以
降
、
こ
の
文
脈
を
め
ぐ
り
各
注
釈
害
に
よ
る
様
々
な
訓
と
文
意
の
解
釈

（４）

が
提
示
さ
れ
て
き
た
。

現
在
で
は
大
別
す
る
と
二
種
の
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
Ｉ
「

愛
心
深
入
」
を
蛇
と
通
じ
た
娘
が
抱
い
た
、
蛇
に
対
す
る
「
愛
心
」
と
採

る
説
と
し
て
、
以
下
が
あ
げ
ら
れ
る
。
板
橋
倫
行
氏
は
「
死
別
之
時
恋
於

姻
（
蛇
婿
入
り
）
の
型
式
を
踏
ん
で
記
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、

Ａ
の
話
は
、
薬
師
の
薬
に
よ
っ
て
娘
が
治
癒
す
る
Ａ
（
１
）
で
話
が
完
結

す
る
な
ら
ば
、
標
題
の
通
り
薬
の
効
能
を
説
く
話
と
理
解
で
き
る
。
し
か

し
、
Ａ
（
２
）
以
下
、
三
年
後
再
び
蛇
に
犯
さ
れ
て
お
り
、
標
題
の
枠
内

に
は
収
ま
ら
な
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
以
下
本
稿
で
は
、
死
に
際
し
て
い
う
娘
の
「
愛
心
深
入
」
が

「
神
識
」
と
如
何
に
連
関
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
娘
の
発
し
た
「
我

が
意
夢
の
如
し
。
今
醒
め
て
本
の
如
し
」
と
は
物
語
上
、
ど
の
よ
う
な
意

味
を
持
っ
た
言
葉
で
あ
る
の
か
等
の
検
討
を
通
し
て
、
本
縁
を
読
み
解
い

ていきたい。
一
、
「
愛
心
深
入
」
に
お
け
る
文
脈
の
問
題
点
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｢愛心深入」における女の因業

夫
妻
及
父
母
子
而
」
の
箇
所
の
「
妻
」
を
「
蚫
」
に
、
「
及
」
を
「
向
」

に
改
訂
し
て
、
「
夫
の
蛇
を
恋
ひ
、
父
母
子
に
向
ひ
て
」
と
訓
み
、
娘
は

蛇
の
妻
と
し
て
夫
で
あ
る
蛇
へ
の
「
愛
心
」
を
、
自
身
の
両
親
に
告
げ
る

（５）

意
と
し
て
解
釈
し
た
。
ま
た
、
古
典
集
成
は
「
愛
心
深
く
入
り
て
、
死
に

別
る
る
時
に
、
夫
妻
と
父
母
子
を
恋
ひ
て
」
と
本
文
校
訂
を
し
な
い
姿
勢

で
訓
読
す
る
。
文
意
は
「
蛇
と
結
ば
れ
た
夫
婦
仲
と
、
父
母
と
な
っ
て
宿

し
た
（
蛇
の
）
子
を
恋
い
慕
う
こ
と
。
」
と
示
し
、
「
夫
婦
及
父
母
子
」
を

蛇
と
娘
が
夫
婦
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
（
蛇
の
子
の
）
父
と
母
と
な
り
、

（６）

子
を
成
す
、
と
い
っ
た
補
読
の
上
で
解
釈
す
る
。
こ
の
Ｉ
説
は
、
本
文
を

校
訂
す
る
、
も
し
く
は
補
読
を
行
う
こ
と
で
成
立
す
る
解
釈
と
も
い
え
る

た
め
、
些
か
疑
問
が
残
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ⅱ
人
間
の
家
族
へ
向
け
る

愛
情
の
心
、
と
解
す
る
説
が
あ
る
・
旧
大
系
は
注
に
て
「
死
に
別
れ
る
時
は
、

人
は
夫
や
妻
ま
た
は
父
母
子
等
肉
親
に
愛
著
し
て
こ
う
い
う
も
の
だ
。
」

（７）

と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
新
大
系
が
本
文
の
「
愛
心
深
入
（
中
略
）
愛
欲
一

非
」
ま
で
を
、
「
業
因
に
関
し
て
の
一
般
論
が
展
開
さ
れ
る
。
」
と
述
べ
る

よ
う
に
、
後
述
す
る
経
典
引
用
の
説
話
と
併
せ
て
解
釈
し
た
。

以
上
、
問
題
と
し
た
「
愛
心
」
以
下
の
解
釈
を
挙
げ
た
が
、
本
稿
に
お

い
て
は
「
愛
心
深
入
死
別
之
時
」
を
、
娘
に
対
す
る
叙
述
と
と
り
、
そ
の

「
愛
心
」
を
「
娘
か
ら
蛇
に
向
け
た
愛
心
」
と
解
す
る
。
そ
し
て
「
死
別

之
時
」
以
下
を
、
死
に
際
し
て
も
な
お
愛
（
も
し
く
は
愛
す
る
人
々
）
に

執
着
す
る
人
間
の
心
情
と
捉
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
本
縁
は
蛇
と
の
婚
姻
に

（８）

よ
っ
て
生
じ
た
傍
線
部
ア
「
愛
心
深
く
入
り
て
」
で
「
愛
心
」
の
問
題
を

語
り
、
そ
こ
で
問
題
と
な
る
「
愛
心
」
を
契
機
と
し
て
、
Ｂ
の
話
に
見
え

る
傍
線
部
イ
「
深
く
愛
心
を
結
び
」
と
い
う
母
親
か
ら
実
の
息
子
に
対
す

る
近
親
相
姦
の
話
が
導
き
出
さ
れ
る
。
両
者
は
「
愛
心
」
に
よ
っ
て
共
通

娘
は
、
蛇
と
の
子
が
堕
胎
さ
れ
た
こ
と
で
意
識
を
取
り
戻
し
Ａ
（
１
）
「
我

が
意
夢
の
如
し
。
今
醒
め
て
本
の
如
し
」
と
両
親
に
答
え
る
。
そ
し
て
「
薬

を
服
む
こ
と
是
く
の
如
し
。
何
ぞ
謹
み
て
用
ざ
ら
む
・
」
と
い
う
よ
う
に
、

薬
の
効
能
を
示
す
。
娘
の
「
我
が
意
夢
の
如
し
」
と
は
、
蛇
と
交
わ
っ
て

以
降
の
、
娘
の
状
態
を
指
し
て
い
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

多
田
一
臣
氏
は
、
娘
を
「
巫
女
」
に
、
神
を
「
蛇
」
に
当
て
嵌
め
て
瀝

（９）

依
と
夢
の
関
係
を
解
き
、
「
夢
の
如
し
」
を
夢
と
現
実
が
暖
昧
な
状
態
と

し
て
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
『
霊
異
記
』
内
の
夢
の
場
面
に
は
、
夢
の

中
で
霊
異
を
知
る
話
、
夢
の
中
の
出
来
事
が
現
実
と
な
る
話
、
仏
と
の
感

（Ⅶ）

応
を
記
す
話
な
ど
が
認
め
ら
れ
、
娘
の
状
態
が
は
た
し
て
多
田
氏
の
述
べ

る
「
夢
と
ウ
ッ
ッ
の
は
ざ
ま
」
の
状
態
で
あ
っ
た
の
か
は
疑
問
が
残
る
。

以
下
に
、
『
霊
異
記
』
内
に
お
け
る
夢
の
場
面
を
通
し
て
本
縁
に
お
け
る

娘
の
「
夢
の
如
し
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

中
巻
第
十
三
縁
「
愛
欲
を
生
じ
吉
祥
天
女
の
像
に
恋
ひ
、
感
応
し
て
奇

し
き
表
を
示
す
縁
」
は
、
優
婆
塞
が
天
女
像
に
対
し
て
愛
欲
の
念
を
起
こ

し
「
優
娑
塞
夢
に
見
て
、
天
女
の
像
に
婚
ふ
・
」
と
、
天
女
と
性
交
を
す

る
夢
を
見
る
。
天
女
像
を
見
る
と
優
婆
塞
の
も
の
で
あ
ろ
う
精
液
が
像
の

裳
裾
に
付
着
し
て
お
り
、
吉
祥
天
へ
の
信
仰
が
奇
瑞
と
な
っ
て
得
ら
れ
た

こ
と
を
証
明
す
る
。
下
巻
第
十
六
縁
「
女
人
濫
し
く
嫁
ぎ
て
子
を
し
て
乳

し
、
そ
れ
は
Ｃ
に
お
い
て
も
「
重
し
愛
ぴ
て
」
と
、
子
を
愛
す
る
父
の
話

へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
、
各
々
の
過
剰
な
「
愛
心
」
の
発
端

と
し
て
、
娘
の
蛇
へ
の
「
愛
心
」
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ

う
に
文
脈
を
理
解
し
、
定
め
た
上
で
以
下
、
内
容
の
検
討
に
入
る
。

｜｜、『霊異記』の夢見
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に
飢
ゑ
し
め
て
故
に
現
報
を
得
る
縁
」
は
、
寂
林
と
い
う
僧
の
夢
の
中
に

女
が
現
れ
る
。
彼
女
は
生
前
、
自
分
の
子
を
養
育
せ
ず
、
複
数
の
男
と
情

交
を
重
ね
た
こ
と
で
罪
の
苦
痛
を
受
け
て
い
た
。
『
霊
異
記
」
に
お
け
る

夢
の
説
話
に
は
、
仏
教
者
の
夢
に
天
女
や
畜
生
・
罰
を
受
け
た
人
間
な
ど

が
入
り
込
む
話
が
あ
る
。
そ
し
て
罰
を
受
け
て
い
る
人
間
は
、
自
身
の
苦

痛
と
罪
の
内
容
を
仏
教
者
に
語
っ
て
、
救
済
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、

以
下
の
二
例
は
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
夢
の
話
が
描
か
れ
る
。

①
「
霊
異
記
』
下
巻
第
二
十
六
縁

広
虫
女
、
宝
亀
七
年
六
月
の
一
日
に
、
疾
病
の
床
に
臥
し
て
、
数
の

日
を
歴
。
故
に
七
月
の
二
十
日
に
至
り
て
、
其
の
夫
並
に
八
の
男
子

さ
れ
て
、
三
種
の
夢
を
示
さ
る
。
ヨ
は
、
三
宝
の
物
を
多
く
用
て

報
さ
ざ
る
罪
。
二
は
、
酒
を
沽
り
て
多
の
水
を
加
へ
て
多
の
値
を
取

る
罪
。
三
は
、
斗
升
斤
を
両
種
用
て
、
他
に
与
ふ
る
時
に
七
目
を
用
、

乞
ひ
徴
る
時
に
十
二
目
を
用
て
収
る
。
此
の
罪
に
依
り
て
汝
を
召
す
。

現
報
を
得
く
し
。
今
汝
に
示
す
な
り
。
』
」
と
い
ひ
て
、
割
馴
澗
劃
伺

謂
刎
。
、
即
日
に
死
亡
ぬ
。

②
「
霊
異
記
』
下
巻
第
三
十
八
縁

ま
た
僧
景
戒
割
刷
引
別
副
詞
。
延
暦
七
年
戊
辰
の
春
三
月
の
十
七
日
乙

丑
の
夜
に
、
誤
圃
司
刷
創
ｑ
「
景
戒
の
身
死
に
た
る
時
に
、
薪
を
積
み

て
死
に
た
る
身
を
焼
く
。
受
ロ
ヨ
湖
燭
以
鋼
側
、
身
を
焼
く
辺
に
立
ち

て
見
れ
ば
、
意
の
如
く
に
焼
け
ず
。
す
な
は
ち
自
づ
か
ら
桾
を
取
り
、

焼
か
る
る
己
が
身
を
茱
募
き
串
き
挽
し
て
、
返
し
焼
く
。
先
に
焼
け

る
他
人
を
教
へ
て
言
は
く
「
我
が
如
く
能
く
焼
け
』
と
い
ふ
。
景
戒

焼
か
る
る
己
が
身
を
見
れ
ば
、
脚
と
膝
と
の
節
骨
と
臂
と
頭
と
、
み

を
呼
集
め
て
、

話
る
状
を
王
胴
り
て
二
言

「
閻
羅
王
の
閾
に
召

な
焼
か
れ
て
断
れ
落
っ
。
差
に
景
戒
の
禰
識
、
声
を
出
し
て
叫
ぶ
。

側
に
有
る
人
の
耳
に
、
口
を
当
て
て
叫
び
、
教
へ
て
遺
言
を
語
る
。

彼
の
語
言
の
音
、
空
し
く
し
て
聞
か
れ
ざ
れ
ぱ
、
彼
の
人
答
へ
ず
。

差
に
景
戒
、
惟
ひ
付
る
ら
く
扇
伺
勒
帆
α
Ｎ
ａ
綱
は
音
無
し
。
故
に

我
が
叫
ぶ
語
の
声
、
聞
え
ざ
る
な
り
』
と
お
も
ふ
」
と
み
る
。
夢
の

答
い
ま
だ
来
ら
ず
。

ま
ず
、
①
は
冥
界
説
話
で
あ
る
。
病
を
患
っ
た
広
虫
女
は
、
冥
界
に
赴

（Ⅲ）

き
、
そ
こ
で
閻
羅
王
か
ら
三
種
の
夢
を
示
さ
れ
る
。
こ
の
広
虫
女
は
、
借

り
た
物
を
返
さ
な
い
こ
と
や
、
酒
に
水
を
混
ぜ
て
売
っ
た
こ
と
、
「
斗
升

斤
」
を
使
い
他
人
に
与
え
た
分
量
よ
り
も
多
く
物
を
乞
う
な
ど
、
虚
偽
に

よ
っ
て
利
益
を
作
る
罪
を
働
い
て
い
た
。
彼
女
は
現
世
に
戻
る
と
い
っ
た

ん
死
に
、
身
体
の
上
半
身
が
牛
に
な
っ
て
蘇
生
し
て
か
ら
ま
た
死
ぬ
。
こ

の
話
は
夢
の
中
で
自
分
の
罪
を
閻
羅
王
に
教
示
さ
れ
る
た
め
、
『
霊
異
記
」

の
他
の
夢
と
は
、
性
質
が
異
な
る
。
広
虫
女
は
夢
を
通
し
て
自
分
の
罪
を

認
識
さ
せ
ら
れ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
臨
死
状
態
を
「
夢
」
に
例
え
る
点

は
本
縁
と
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

②
は
『
霊
異
記
』
編
者
景
戒
の
夢
で
あ
り
、
二
つ
の
夢
が
語
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
沙
弥
鏡
日
か
ら
「
諸
教
要
集
」
と
「
本
垢
」
と
を
与
え
ら
れ
、

そ
の
夢
の
意
味
を
景
戒
が
夢
解
き
に
よ
っ
て
分
析
す
る
も
の
、
二
つ
目
の

夢
は
、
夢
の
中
で
景
戒
自
身
は
死
ん
で
お
り
、
自
ら
の
身
が
焼
か
れ
て
い

る
様
子
を
魂
と
な
っ
て
見
る
、
と
い
っ
た
奇
妙
な
夢
で
あ
る
。
こ
の
箇
所

の
「
神
識
」
と
い
う
語
は
、
『
霊
異
記
』
内
に
お
い
て
は
②
と
本
縁
と
の

二
例
の
み
で
あ
る
。
波
線
部
の
「
魂
神
」
と
、
傍
線
部
の
「
神
識
」
を
新

編
全
集
本
は
「
霊
魂
」
と
指
摘
し
て
、
「
神
識
」
、
「
魂
神
」
と
波
線
部
「

（砲）

神
」
を
「
た
ま
し
ひ
」
と
訓
む
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
三
節
に
て
後
述
す
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そ
の
問
題
に
つ
い
て
は
②
の
景
戒
の
夢
と
共
通
す
る
「
神
識
」
と
い
う

語
が
関
係
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
景
戒
の
場
合
も
、
夢
の
中
で
、
自

分
の
死
と
対
時
し
、
身
体
と
魂
（
霊
魂
）
の
乖
離
に
直
面
す
る
。
そ
れ
は
、

現
実
で
な
い
夢
の
中
だ
か
ら
こ
そ
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
己
の

「
神
識
」
を
意
識
で
き
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
本
縁
は
娘
が
死
ん
だ
後
に
「
其

の
神
識
は
、
業
の
因
縁
に
従
ひ
て
」
と
あ
り
、
「
神
識
」
は
そ
の
個
人
の

因
縁
に
従
っ
て
輪
廻
転
生
し
て
い
く
と
記
述
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
夢
を

夢
と
認
識
し
な
い
娘
の
「
神
識
」
を
探
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

そ
こ
で
次
に
、
娘
の
「
神
識
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か

検
討
す
る
。

る
が
、
夢
の
中
で
景
戒
は
自
身
の
霊
魂
で
あ
る
「
神
識
」
（
魂
神
）
の
遊

離
を
体
験
す
る
。
①
で
は
、
女
は
自
分
の
罪
を
夢
に
よ
っ
て
教
示
さ
れ
て
、

現
報
を
受
け
る
。
②
は
、
景
戒
が
自
分
の
身
に
起
る
未
来
を
「
長
き
命
を

得
む
か
、
も
し
は
高
き
官
位
を
得
む
か
と
お
も
ふ
・
」
と
予
言
す
る
。
①
、

②
を
通
し
て
見
れ
ば
、
「
霊
異
記
』
の
夢
と
は
、
仏
と
の
感
応
・
邊
遁
の

場
で
あ
る
ほ
か
に
も
、
自
身
の
、
こ
れ
ま
で
の
罪
や
行
い
を
自
覚
さ
せ
る

効
果
が
あ
る
よ
う
だ
。
こ
こ
で
、
本
縁
の
場
合
、
蛇
と
性
交
を
し
て
意
識

を
失
っ
て
い
た
間
の
状
態
を
「
夢
の
如
し
」
と
表
す
点
に
注
目
し
た
い
。

夢
の
中
の
出
来
事
を
語
る
際
は
「
夢
に
見
て
」
や
「
夢
に
見
ら
く
」
と
前

置
き
し
た
後
、
夢
の
内
実
を
記
す
。
し
か
し
、
本
縁
は
「
夢
の
如
し
」
と

あ
る
の
み
で
、
あ
く
ま
で
も
娘
の
認
識
は
「
夢
の
よ
う
だ
っ
た
」
の
で
あ

る
。
夢
見
の
内
実
を
本
縁
は
記
さ
な
い
。
娘
の
こ
う
し
た
認
識
は
な
ぜ
生

じ
た
の
か
。三、「神識」

本
縁
の
「
神
識
」
を
探
る
た
め
に
は
、
景
戒
が
考
え
る
「
神
識
」
が
、

い
か
な
る
も
の
か
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
「
神
識
」
で
あ
る

が
、
『
類
聚
名
義
抄
』
（
観
智
院
本
）
に
は
「
神
」
（
法
下
ニ
オ
）
と
「

識
」
（
法
上
二
十
五
ウ
）
の
両
者
と
も
に
、
「
タ
マ
シ
ヒ
」
の
訓
が
見
ら

れ
、
人
間
の
霊
魂
の
意
と
解
さ
れ
る
。
本
縁
の
「
神
識
」
は
先
述
し
た
よ

う
に
、
下
巻
第
三
十
八
縁
の
「
神
識
」
と
併
せ
て
、
霊
魂
と
解
さ
れ
る
に

留
ま
る
。
し
か
し
、
下
巻
第
三
十
八
縁
の
、
「
魂
神
」
「
神
識
」
「
神
」
の

全
て
が
、
魂
の
意
を
表
す
も
の
な
ら
ば
、
本
縁
に
お
い
て
「
魂
神
」
「
神
」

で
な
く
「
神
識
」
の
語
を
用
い
る
点
は
重
要
視
す
べ
き
で
あ
る
。
娘
の
生

命
の
内
部
に
深
く
根
ざ
し
た
魂
と
し
て
、
「
神
識
」
の
役
割
と
意
味
を
考

え
る
た
め
に
は
、
従
来
の
指
摘
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
従
っ
て
、
実
際
に

こ
の
「
神
識
」
の
語
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
使
用
さ
れ
て
い
た
の
か
、

同
時
代
の
テ
ク
ス
ト
や
仏
典
の
事
例
を
通
し
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

③
「
続
日
本
紀
』
元
明
天
皇
和
銅
六
年
五
月

若
し
歯
縦
心
に
及
び
、
気
力
廷
弱
、
筋
骨
衰
耗
し
て
、
補
識
迷
ひ
乱

れ
、
ま
た
、
久
し
く
重
き
病
に
沈
み
、
起
居
漸
ま
ず
狂
言
を
発
し
時

務
に
益
元
き
、
此
の
如
き
類
、
心
素
を
披
き
訴
へ
、
田
に
帰
り
て
命

（旧）

を
養
は
む
と
せ
ば
、
理
に
聴
す
べ
し
。

④
『
続
日
本
紀
」
元
正
天
皇
即
位
前
紀

日
本
根
子
高
瑞
浄
足
姫
天
皇
は
、
天
淳
中
原
演
真
人
天
皇
の
孫
、
日

並
知
皇
子
尊
の
皇
女
な
り
。
天
皇
、
補
識
沈
深
に
し
て
言
必
ず
典
礼

あ
り

③
、
④
は
「
続
日
本
紀
』
の
記
事
で
あ
る
。
③
は
郡
領
を
窓
意
的
に
解

任
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
制
で
、
郡
領
で
も
体
調
が
悪
く
、
神
識
が
乱
れ

て
い
る
者
は
、
郡
領
と
し
て
勤
ま
ら
な
い
た
め
に
国
司
は
そ
の
任
を
解
く
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こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
④
は
、
天
皇
の
気
質
を
述
べ
、
天
皇
の
心
は
沈

着
に
し
て
思
盧
深
い
と
い
う
。
『
続
日
本
紀
」
の
例
は
人
間
の
気
力
・
精

神
や
、
そ
の
人
物
の
性
格
と
い
っ
た
心
・
気
質
の
状
態
や
様
子
に
対
し
て

「
神
識
」
が
用
い
ら
れ
、
『
霊
異
記
』
の
例
と
は
性
質
が
異
な
る
。

続
い
て
、
仏
典
に
み
え
る
「
神
識
」
を
確
認
し
た
い
。
ま
ず
、
辞
書
的

な
意
味
と
し
て
は
「
有
情
の
心
識
を
い
ふ
。
こ
れ
身
の
根
本
な
れ
ば
な
り
」

（Ｍ）

と
、
説
明
さ
れ
る
。
有
情
と
は
、
生
類
全
て
の
総
称
で
あ
る
。
「
神
識
」
と
は
、

③
、
④
の
「
続
日
本
紀
』
で
は
、
心
や
性
質
を
意
味
し
て
い
た
が
、
仏
教

に
お
い
て
は
、
人
間
の
生
命
と
感
情
に
深
く
関
わ
る
語
で
あ
る
よ
う
だ
。

仏
教
の
「
神
識
」
と
「
霊
異
記
」
の
そ
れ
と
が
等
し
い
と
見
る
な
ら
ば
、

仏
典
に
見
ら
れ
る
「
神
識
」
の
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。

以
下
に
挙
げ
る
、
大
乗
仏
教
の
薬
師
如
来
に
関
す
る
代
表
的
な
経
典
で

あ
る
『
薬
師
琉
璃
光
如
来
本
願
功
徳
経
』
（
以
下
『
薬
師
経
」
）
に
は
冥
界

で
の
場
面
に
お
い
て
「
神
識
」
の
語
が
見
え
る
。

⑤
『
薬
師
経
」
経
集
部
第
十
二
巻

淡
魔
の
使
、
其
の
補
識
を
引
い
て
、
淡
魔
法
王
の
前
に
至
る
を
見
る
。

然
れ
ど
も
諸
の
有
情
に
は
倶
生
神
有
っ
て
其
の
所
作
に
随
っ
て
若
し

は
罪
、
若
し
は
福
、
皆
具
さ
に
之
を
害
し
て
蓋
く
持
し
て
淡
魔
法
王

に
授
與
す
。
爾
の
時
、
彼
の
王
は
其
の
人
に
推
問
し
て
所
作
を
計
算

し
、
其
の
罪
福
に
随
っ
て
之
れ
を
所
断
す
。
時
に
彼
の
病
人
の
親
属
．

知
識
、
若
し
能
く
彼
れ
が
為
め
に
、
世
尊
薬
師
琉
瑠
光
如
来
に
帰
依

し
諸
の
衆
檜
を
請
じ
て
、
此
の
経
を
韓
経
せ
し
め
、
七
層
の
燈
を
然

し
五
色
の
続
命
神
旛
を
懸
け
著
け
よ
・
或
は
是
の
所
に
彼
の
識
還
る

こ
と
有
り
。
夢
中
に
在
る
が
如
く
明
了
に
自
ら
見
ん
。
或
は
七
日
、

或
は
二
十
一
日
、
或
は
三
十
五
日
、
或
は
四
十
九
日
を
経
て
、
彼
の

識
還
る
時
、
夢
よ
り
覚
む
る
が
如
く
、
皆
自
ら
善
不
善
の
業
、
所
得

（旧）

の
果
を
憶
知
せ
ん

病
人
が
淡
魔
法
王
の
使
い
に
よ
っ
て
「
神
識
」
を
引
か
れ
、
冥
界
の
淡

魔
法
王
の
前
に
召
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
病
人
の
「
罪
」
や
「
福
」
を
淡
魔

法
王
が
審
査
し
、
そ
の
病
人
の
処
遇
が
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
時
、
彼
の
家

族
等
が
薬
師
瑠
璃
光
如
来
に
帰
依
し
功
徳
を
行
な
え
ば
、
病
人
の
「
識
」

は
身
体
に
帰
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
「
識
」
が

戻
っ
た
病
人
は
淡
魔
法
王
と
の
出
来
事
と
自
身
の
善
・
不
善
を
「
夢
よ
り

覚
む
る
が
如
」
く
に
覚
え
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
神
識
」

が
帰
る
と
は
、
如
何
な
る
状
態
で
あ
っ
た
と
当
時
の
仏
僧
は
理
解
し
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
「
霊
異
記
』
下
巻
第
三
十
八
縁
に
お
い
て
、
天
皇
へ
と

転
生
し
た
と
描
か
れ
る
善
珠
は
、
『
薬
師
経
』
の
注
釈
で
あ
る
「
本
願
薬

師
経
紗
』
（
以
下
『
薬
師
経
紗
」
）
を
記
し
、
こ
の
「
神
識
」
に
関
し
て
次

の
よ
う
に
注
釈
を
行
っ
て
い
る
。

⑥
『
薬
師
経
紗
』

当
に
知
る
べ
し
、
此
は
是
れ
、
薬
師
如
来
及
び
経
の
威
力
を
も
ち
て

患
人
の
第
六
意
識
見
分
の
上
に
此
の
三
種
の
行
解
・
相
分
を
起
こ
す

を
得
し
む
る
を
。
一
は
淡
魔
王
と
為
す
。
二
は
王
使
と
為
す
。
三
は

（旧）

己
身
と
為
す
。
自
ら
の
楠
識
を
所
依
と
為
す
。

善
珠
は
、
実
際
に
病
人
が
冥
界
に
行
っ
た
の
で
は
な
く
、
「
薬
師
如
来

及
び
経
の
威
力
」
と
、
薬
師
如
来
の
力
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
自
分
が
冥

界
に
居
る
か
の
よ
う
に
病
人
に
見
せ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
、
こ

の
箇
所
に
関
し
て
津
田
博
幸
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

薬
師
如
来
と
経
の
「
威
力
」
が
病
人
の
「
第
六
意
識
見
分
」
（
本
人

が
自
覚
で
き
る
意
識
・
思
考
、
認
識
主
体
）
の
上
に
、
淡
魔
王
・
王
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の
使
者
・
病
人
本
人
の
三
種
の
「
行
解
」
（
対
象
を
認
識
し
理
解
す

る
体
験
）
と
「
相
分
」
（
認
識
さ
れ
る
形
相
・
様
子
）
を
現
出
さ
せ

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
病
人
の
「
神
識
」
を
「
所
依
」
（
よ
り
ど
こ
ろ
）

と
す
る
（
こ
の
場
合
は
ス
ク
リ
ー
ン
上
に
映
画
が
映
る
よ
う
な
も
の

（〃）

だ
と
考
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
）
。

津
田
氏
は
善
珠
の
『
薬
師
経
紗
』
の
冥
界
の
話
と
「
霊
異
記
』
下
巻
第

二
十
六
縁
が
類
似
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
両
者
を
対
比
検
討
し
て

い
る
。
津
田
氏
に
よ
れ
ば
『
薬
師
経
紗
』
が
い
う
「
神
識
」
は
、
実
際
に

身
体
か
ら
離
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
薬
師
如
来
の
力
に
よ
り
、
「
神
識
」

を
通
し
て
淡
魔
法
王
と
の
や
り
取
り
を
病
人
に
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
薬
師
経
』
が
、
「
識
」
が
帰
っ
て
き
た
病
人
は
「
神
識
」
の
上
で
見
た
状

態
を
「
夢
よ
り
覚
む
る
が
如
く
」
と
記
述
す
る
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
は
以
下
に
あ
げ
る
『
玲
伽
論
記
』
に
も
、
夢
と
「
神
識
」
と
が
共
通

し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

⑦
『
埼
伽
論
記
』
巻
第
一
上
第
五
夢

上
方
妙
色
仏
土
の
衆
生
は
化
夢
を
受
け
て
乃
ち
悟
る
こ
と
を
得
。
彼

の
仏
、
魍
胴
刎
刺
Ｈ
圃
測
矧
諸
の
衆
生
の
補
識
の
興
め
に
説
法
す
。
受

化
の
謝
其
の
所
應
に
随
っ
て
四
果
を
成
ず
る
こ
と
を
得
。
乃
至
独
覚

も
亦
た
夢
中
に
於
て
結
珈
跣
坐
し
て
般
浬
藥
す
。
菩
薩
の
受
決
乃
至

（旧）

成
仏
は
皆
夢
中
に
於
て
す
、
と
云
云

衆
生
は
夢
の
中
で
化
夢
を
受
け
て
、
悟
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
仏
は

衆
生
の
睡
眠
の
中
で
諸
々
の
衆
生
の
「
神
識
」
の
た
め
に
説
法
を
す
る
と

述
べ
る
。
化
夢
を
受
け
る
と
、
そ
の
識
の
応
ず
る
所
に
従
い
、
四
果
を
得

る
の
だ
と
い
う
。
「
四
果
」
と
は
小
乗
仏
教
に
お
い
て
の
悟
り
の
段
階
を

意
味
し
、
最
終
的
に
は
、
修
行
の
最
終
段
階
に
達
し
た
阿
羅
漢
、
羅
漢
と

な
り
え
る
。
「
薬
師
経
」
も
『
輸
伽
論
記
」
も
病
人
、
も
し
く
は
衆
生
の

夢
の
中
で
仏
が
衆
生
の
神
識
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

仏
に
応
じ
た
者
は
四
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
気
づ
か
な
い
衆
生
に
関
し
て
は
、
『
出
曜
経
』

が
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

⑧
『
出
曜
経
』
親
品
部
第
二
十
六

「
愚
者
は
好
ん
で
、
真
仏
の
所
説
に
遠
離
す
。
」
と
は
聖
人
は
世
に
所

し
、
衆
生
に
平
等
の
大
道
を
教
誠
す
れ
ど
も
、
愚
者
は
意
迷
ひ
て
神

識
を
革
め
難
し
。
或
は
如
来
を
見
た
て
ま
つ
り
て
目
を
掩
ふ
者
、
或

は
説
法
を
聞
い
て
耳
を
塞
ぐ
者
、
或
は
如
来
の
行
け
る
跡
に
輪
相
の

地
に
在
る
を
見
て
踞
壊
す
る
者
あ
り
。
斯
等
の
類
は
謂
堀
閑
固
に
し

て
改
更
す
べ
き
こ
と
難
し
。
過
去
恒
沙
の
諸
仏
世
尊
、
説
法
を
無
余

の
境
に
終
詑
す
る
も
、
然
も
衆
生
の
類
、
愚
に
執
す
る
こ
と
積
久
に

し
て
甘
露
滋
く
降
る
も
視
ず
、
聞
か
ず
。
形
を
捨
て
形
を
受
け
、
生

死
に
輪
韓
し
て
出
期
有
る
こ
と
無
し
。
斯
は
愚
惑
に
由
っ
て
無
明
に

（旧）

纏
は
る
、
が
故
な
り

先
の
例
に
見
え
た
「
神
識
」
は
仏
教
に
帰
依
す
る
場
合
で
あ
っ
た
が
、

「
神
識
」
を
改
心
す
る
こ
と
の
困
難
な
例
を
『
出
曜
経
」
で
は
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
「
罪
垢
深
固
」
で
あ
る
た
め
に
、
改
め
る
こ
と
が
難
し
い
。
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
衆
生
は
、
生
を
輪
廻
し
続
け
、
解
脱
し
て
悟
り
を
得
る
こ
と

が
出
来
な
い
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
「
神
識
」
と
は
仏
典
に
お
い
て
霊
魂
と
い
う
意
味
合
い

だ
け
で
な
く
、
人
間
の
認
識
作
用
と
も
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
善
珠

が
『
薬
師
経
紗
』
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
神
識
」
を
「
第
六
識
意
識
見
分
」

と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
「
神
識
」
は
薬
師
如
来
の
霊
験
に
よ
り
、
衆
生
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が
認
識
可
能
な
意
識
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
本
縁
の
娘
の
「
神
識
」
に
立
ち
返
る
と
、
娘

は
目
覚
め
た
と
き
に
、
「
夢
の
如
し
」
と
述
べ
る
。
そ
の
「
夢
の
如
し
」
と
は
、

『
薬
師
経
紗
』
と
「
玲
伽
論
記
』
を
通
し
て
検
討
す
る
と
、
救
済
へ
の
手

立
て
と
な
る
仏
が
娘
の
夢
の
中
に
現
れ
て
い
た
、
と
考
え
る
こ
と
も
可
能

な
の
で
は
な
い
か
。
薬
師
如
来
の
説
法
を
認
識
で
き
な
け
れ
ば
、
衆
生
の

「
罪
垢
深
固
」
な
る
「
神
識
」
は
改
善
せ
ず
に
輪
廻
し
、
転
生
を
続
け
る
。

そ
れ
と
同
様
に
、
仏
の
説
法
を
娘
の
「
神
識
」
は
認
識
で
き
な
か
っ
た
。

そ
れ
故
の
「
夢
の
如
し
」
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
本
縁
は
標
題
に
あ
る
よ
う
に
、
「
薬
の
力
」
を
示
す
が
、
「
霊
異

記
』
に
お
け
る
、
〈
病
者
と
薬
効
〉
を
描
く
説
話
と
比
べ
る
と
、
こ
の
娘

（釦）

が
い
か
に
特
異
で
あ
る
の
か
が
理
解
で
き
る
。
武
田
比
呂
男
氏
は
、
本
縁

の
娘
に
関
し
て

薬
師
の
調
合
し
た
薬
の
力
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
は
命
を
救
わ
れ
た
か

に
見
え
て
も
、
つ
い
に
は
因
果
の
網
（
「
業
の
因
縁
」
）
か
ら
逃
れ
ら

れ
ず
再
び
蛇
に
犯
さ
れ
て
死
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
因
果
応
報
の

網
目
に
と
ら
わ
れ
た
結
果
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
の
〈
や
ま
ひ
〉
を

癒
す
た
め
に
は
そ
う
し
た
因
果
を
解
き
明
か
し
う
る
も
の
Ⅱ
仏
教

（劃）

者
が
介
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
指
摘
す
る
。
『
霊
異
記
』
に
お
け
る
病
者
は
、
自
身
の
病
が
己
の
宿
業
（
罪
）

に
よ
る
こ
と
を
認
識
し
、
信
仰
と
功
徳
に
よ
っ
て
病
の
治
癒
と
い
う
霊
験

を
授
か
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
病
は
、
薬
師
如
来
へ
の
信
仰
が
な
け
れ
ば
、

霊
験
を
体
験
で
き
な
い
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
娘
の
「
神
識
」
が
改
善
さ

れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
三
年
後
再
び
蛇
と
交
わ
る
原
因
に
な
っ
た
と
考
え

ヲ（》○

「
神
識
」
が
目
覚
め
て
い
れ
ば
Ａ
（
１
）
で
本
縁
は
終
わ
る
は
ず
が
、

Ａ
（
２
）
に
続
き
、
「
神
識
」
に
よ
っ
て
再
び
蛇
と
「
愛
婚
」
す
る
結
果

と
な
る
。
こ
れ
は
「
神
識
」
と
、
娘
の
「
愛
心
深
入
」
と
い
う
心
情
が
連

関
し
て
い
る
た
め
だ
と
考
え
る
。
節
を
変
え
て
「
愛
心
」
の
内
実
を
検
討

したい。れず。

御
手
代
東
人
と
い
う
男
は
、
あ
る
機
会
が
あ
っ
て
裕
福
な
家
の
娘
の
病

気
を
治
す
。
娘
は
東
人
に
対
し
て
「
愛
心
」
を
持
ち
、
東
人
と
通
じ
て
し

ま
う
。
娘
の
「
愛
心
」
は
、
病
を
治
癒
し
た
東
人
へ
の
愛
の
心
と
解
せ
る
。

己
の
「
愛
心
」
に
よ
っ
て
東
人
を
恋
い
慕
う
様
は
、
本
縁
の
娘
に
通
じ
る

も
の
で
あ
る
。

⑩
「
霊
異
記
』
下
巻
第
十
八
縁

雨
を
避
け
て
堂
に
入
る
。
堂
の
裏
狭
少
し
。
故
に
経
師
と
女
衆
と
同

じ
き
処
に
居
る
。
髪
に
経
師
娚
刷
燭
口
調
川
、
嬢
の
背
に
踞
り
て
裳

を
挙
げ
て
婚
ふ
。
閨
の
間
に
入
る
に
随
ひ
、
手
を
携
へ
て
倶
に
死
ぬ
。

た
だ
し
女
口
の
温
を
噛
み
出
し
て
死
ぬ
。
噺
に
知
る
、
護
法
の
形
罰

「
霊
異
記
』
に
は
「
愛
」
と
い
う
語
が
散
見
さ
れ
る
が
、
特
に
こ
こ
で
は
、

本
縁
と
類
似
す
る
例
を
中
心
に
検
討
す
る
た
め
、
異
性
へ
と
向
け
ら
れ
る

（艶）

「
愛
心
」
と
「
愛
欲
」
に
絞
り
込
み
考
察
し
た
い
。

⑨
『
霊
異
記
』
上
巻
第
十
三
縁

卿
の
女
、
呪
の
力
を
被
り
て
病
愈
え
、
す
な
は
ち
東
人
に
愛
ぶ
る
心

劃
剰
制
判
劇
矧
例
列
圃
。
。
親
属
東
人
を
繋
ぎ
、
閉
め
居
ゑ
て
捜
模
ふ
。

久
愛
ぶ
る
心
に
忍
ぶ
る
こ
と
得

四
、
「
愛
心
深
入
」
の
意
味

な
ほ
突
き
恋
ひ
て
其
の
辺
を
離庄一｡′し、
-１２１-



す
る
こ
と
を
。
濁
釧
劇
刎
馴
と
心
と
を
樵
す
と
い
へ
ど
も
、
婬
心
に

由
り
て
機
し
き
行
を
せ
ざ
れ
。
愚
人
の
貧
る
所
は
、
蛾
の
火
に
投
く

が如し。

こ
の
話
は
男
女
の
異
常
な
「
愛
欲
」
を
語
る
内
容
で
あ
る
。
あ
る
写
経

師
が
女
衆
ら
と
雨
宿
り
を
し
て
い
た
堂
で
、
女
と
交
接
を
し
よ
う
と
す
る
。

し
か
し
、
堂
内
で
こ
う
し
た
淫
ら
な
行
為
を
行
う
こ
と
が
仏
の
刑
罰
に
触

れ
な
い
わ
け
が
な
い
。
結
語
に
お
い
て
、
罰
当
た
り
な
行
為
は
人
間
の
愛

欲
か
ら
起
こ
り
、
そ
れ
は
時
に
身
の
破
滅
を
も
引
き
起
こ
す
こ
と
を
注
意

業
す
る
。

因
『
霊
異
記
』
上
巻
第
十
三
縁
の
娘
の
「
愛
心
」
が
、
臨
終
に
及
ん
で
も
、

如強い「愛心」を述べる様は、娘の東人に対する執着の強さを表

るけ
し
て
い
る
。
ま
た
、
下
巻
第
十
八
縁
に
見
え
る
「
愛
欲
」
は
、
淫
狼
な
感

峨
情
と
し
て
排
除
す
べ
き
も
の
と
、
結
語
で
語
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
「
愛
」

川
と
は
仏
教
に
由
来
す
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
根
本
的
な
欲
望
や

蝋
欲
求
を
指
し
、
悟
り
を
妨
げ
、
迷
い
を
生
み
だ
す
愛
着
の
感
情
で
あ
る
た

暖
め
、
景
戒
が
結
語
に
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
『
霊
異
記
』

に
通
底
す
る
仏
教
思
想
が
本
縁
の
「
愛
心
」
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の

か
検
討
す
る
た
め
、
「
愛
心
」
が
い
か
に
理
解
さ
れ
、
ま
た
、
受
容
さ
れ

て
き
た
の
か
仏
典
に
お
け
る
「
愛
心
」
の
例
を
み
て
い
く
。

⑪
「
仏
本
行
集
経
』
巻
十
三
桷
術
争
婚
品
第
十
三
の
下

而
し
て
一
時
、
其
の
長
者
の
子
、
彼
の
工
巧
鉄
師
の
女
の
、
槙
上
に

在
り
て
窓
内
に
面
を
現
は
し
、
外
に
向
ひ
て
観
看
る
を
見
、
彼
の
長

者
の
子
、
是
の
女
を
見
已
り
て
、
即
ち
愛
咽
を
生
じ
ぬ
。
彼
の
長
者

の
子
、
私
に
心
の
中
に
、
此
の
女
を
記
し
已
り
て
、
速
に
往
き
て
家

に
帰
り
、
其
の
父
母
に
告
げ
て
、
是
の
如
き
言
を
作
せ
り
、
「
某
工

巧
の
家
に
、
一
女
有
り
、
我
が
意
に
貧
愛
し
、
取
り
て
妻
と
為
さ
ん

（認）

と欲す。」

⑫
『
成
唯
識
論
了
義
燈
」
巻
第
四
本

師
の
云
く
、
中
有
の
初
心
と
及
び
［
中
有
の
］
本
心
と
は
是
れ
愛
劃

超
訓
心
な
り
。
本
有
の
初
心
も
亦
爾
な
り
。
何
を
以
て
か
知
る
こ
と

（割）

を得る。

⑬
『
出
曜
経
』
巻
第
十
八
雑
品
第
十
七
の
二

人
、
前
に
悪
を
為
す
も
、
善
を
以
て
之
を
滅
す
れ
ば
、
世
間
の
愛
著

は
其
の
義
の
空
な
る
を
念
ふ
。
「
人
、
前
に
悪
を
為
す
も
、
善
を
以

て
之
を
減
す
れ
ば
、
」
と
は
夫
れ
悪
を
作
す
は
皆
愛
著
に
由
る
。
彼

の
梵
志
の
妻
、
悪
を
興
し
て
無
害
に
向
ふ
も
皆
愛
刷
に
由
る
。
是
の

故
に
説
か
く
、
「
人
、
前
に
悪
を
為
す
も
、
善
を
以
て
之
を
減
す
れ
ば
、
」

と
。
「
世
間
の
愛
著
は
、
其
の
義
の
空
な
る
を
念
ふ
・
」
と
は
濁
似
閑

固
な
れ
ば
、
三
界
に
流
転
し
、
四
生
の
分
を
受
け
、
五
道
に
廻
趣
す
。

（謁）

皆
愛
著
し
て
捨
離
す
る
能
は
ざ
る
に
由
る
。

⑭
『
出
曜
経
』
第
五
愛
品
第
三

凡
そ
地
獄
に
在
っ
て
諸
の
苦
悩
を
受
く
る
こ
と
は
皆
愛
の
病
に
由

る
。
諸
の
殺
生
も
亦
愛
に
由
り
て
、
到
さ
る
。
不
與
取
・
婬
鉄
・
妄
語
、

十
不
善
行
も
亦
復
是
の
如
し
。
皆
到
側
に
由
っ
て
、
斯
の
諸
悪
を
造

る
。
（
中
略
）
「
是
に
於
て
、
比
丘
よ
、
畜
生
に
生
ま
る
、
者
は
諸
の

苦
悩
多
し
。
比
丘
、
当
に
知
る
べ
し
。
若
し
は
衆
生
有
り
て
、
畜
生

に
堕
す
る
者
は
冥
き
に
生
れ
、
冥
き
に
長
じ
、
冥
き
に
無
常
と
な
る
。

此
等
は
何
者
か
。
是
れ
所
謂
地
に
入
る
蟄
驫
な
り
。
是
れ
皆
前
身
の

濁
釧
を
貧
楽
せ
し
に
由
り
、
身
・
口
・
意
・
の
行
、
悪
く
、
身
壊
れ
、

命
終
り
、
死
し
て
地
中
の
蟄
晶
と
為
り
し
な
り
。
是
を
冥
き
に
生
れ
、
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冥
き
に
長
じ
、
冥
き
に
命
終
と
謂
ふ
。
是
を
比
丘
よ
、
畜
生
は
甚
だ

痛
に
し
て
忍
び
難
し
と
謂
ふ
。
（
中
略
）
此
の
三
悪
趣
は
苦
を
受
く

る
こ
と
無
量
な
り
。
斯
は
前
身
に
愛
ｕ
堅
固
に
し
て
、
此
の
諸
の
苦

を
種
え
し
な
り
。
」
と
。
是
の
故
に
佛
は
「
濁
剛
封
湘
洞
呵
首
な
り
。
」

と
説
き
た
ま
ひ
し
な
り
。

⑪
で
、
長
者
の
息
子
は
工
巧
鉄
師
の
娘
に
恋
を
し
、
息
子
は
両
親
に
、

そ
の
娘
を
貧
愛
し
た
こ
と
を
告
げ
る
。
こ
の
「
貧
愛
」
は
好
ま
し
い
対
象

に
対
す
る
強
い
執
着
で
あ
る
と
さ
れ
、
息
子
の
「
愛
心
」
は
貧
愛
と
い
う

執
着
の
心
へ
と
変
化
す
る
。
⑫
の
「
愛
を
起
す
心
」
の
説
明
に
お
い
て
、

死
者
は
新
た
に
生
を
受
け
る
中
有
の
期
間
、
い
わ
ば
四
十
九
日
の
期
間
、

そ
の
魂
は
肉
体
を
離
れ
て
次
に
生
を
受
け
る
ま
で
祐
裡
う
。
そ
の
中
有
の

間
の
初
め
の
魂
が
初
心
で
、
中
頃
の
魂
を
中
心
と
し
て
、
愛
の
心
が
お
こ

る
と
い
う
。
人
間
の
輪
廻
転
生
と
「
愛
心
」
と
が
深
く
関
係
す
る
こ
と
が

理
解
で
き
る
。

ま
た
、
⑬
、
⑭
に
は
、
人
間
の
生
死
と
「
愛
心
」
と
の
関
係
が
さ
ら
に

細
か
く
説
か
れ
て
い
る
。
⑬
で
は
、
人
間
が
悪
い
行
為
を
行
う
理
由
・
原

因
に
は
「
愛
」
が
あ
る
の
だ
と
説
く
。
人
が
悪
行
を
し
て
も
善
行
で
滅
ぼ

す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
「
愛
著
」
と
い
う
欲
望
に
捕
わ
れ
ず
、
執
着
す
る

に
は
至
ら
な
い
。
「
愛
心
」
が
「
愛
心
深
固
」
の
状
態
に
な
る
と
三
界
に

流
転
す
る
の
だ
と
い
う
。
衆
生
が
生
死
を
繰
り
返
し
な
が
ら
輪
廻
す
る

「
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
」
が
三
界
で
あ
る
。
そ
し
て
衆
生
は
、
自
分
の
行
っ

た
善
と
悪
の
因
果
に
よ
っ
て
住
む
五
つ
の
場
所
、
す
な
わ
ち
、
天
・
人
間
．

畜
生
・
餓
鬼
・
地
獄
の
五
つ
の
世
界
を
廻
る
こ
と
に
な
る
。
衆
生
は
愛
著

し
、
そ
の
執
着
を
捨
て
ら
れ
な
い
た
め
、
三
界
を
流
転
し
続
け
る
の
だ
と

い
う
。
そ
の
人
間
の
愛
著
に
よ
っ
て
様
々
な
悪
が
生
み
出
さ
れ
、
輪
廻
を

繰
り
返
し
、
生
死
の
苦
し
み
を
再
体
験
す
る
の
で
あ
る
。
⑭
は
、
「
愛
心
」

こ
そ
が
様
々
な
悪
行
の
原
因
で
あ
る
と
説
く
。
衆
生
は
前
世
に
お
い
て
愛

欲
を
貧
る
と
「
命
終
り
、
死
し
て
地
中
の
蟄
墨
と
為
り
し
な
り
」
と
、
愛

欲
を
貧
っ
た
も
の
は
地
中
の
「
蟄
墨
」
と
い
う
、
冬
篭
り
す
る
虫
に
生

ま
れ
変
わ
る
と
い
う
。
「
愛
心
」
が
「
堅
固
」
で
あ
る
こ
と
に
原
因
が
あ

り
、
衆
生
の
起
こ
す
「
愛
心
」
に
よ
っ
て
悪
行
が
生
ま
れ
て
い
く
。
⑬

の
「
愛
心
深
固
」
や
⑭
に
見
ら
れ
る
「
愛
心
堅
固
」
の
よ
う
な
、
過
剰
な

「
愛
心
」
を
も
つ
衆
生
は
畜
生
に
転
生
し
、
苦
を
受
け
る
た
め
に
こ
う
し

た
「
愛
心
」
は
避
け
る
べ
き
も
の
だ
と
さ
れ
る
。

『
霊
異
記
』
に
お
け
る
異
性
へ
の
「
愛
」
や
「
愛
心
」
は
、
愛
の
心
を

発
端
と
し
て
、
因
を
生
み
、
自
ら
に
業
を
も
た
ら
す
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

己
の
心
に
あ
る
「
愛
心
」
が
、
己
の
身
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
り
、
す

べ
て
は
自
己
の
心
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
仏
典
に
お
い
て
顕
著
で

あ
っ
た
。
特
に
『
出
曜
経
」
の
⑭
の
例
で
は
「
愛
心
」
が
人
間
の
起
こ
す

悪
の
根
本
的
な
原
因
に
繋
が
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
仏
典
か

ら
の
理
解
を
得
て
本
縁
の
「
愛
心
」
を
考
え
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
先

に
見
た
⑬
「
愛
心
深
固
」
や
⑭
「
愛
心
堅
固
」
の
よ
う
な
過
剰
な
状
態
が
、

娘
に
お
け
る
「
愛
心
深
入
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
愛
心
」
ゆ
え
に
、
諸
悪

を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
と
い
え
る
。
娘
の
「
神
識
」
は
「
愛
心
」
に
強

く
絡
み
付
き
、
愛
執
に
よ
っ
て
「
蛇
と
愛
び
婚
は
れ
、
或
る
は
怪
し
き
畜

（お）

生
に
せ
ら
る
。
」
の
で
あ
る
。

「
神
識
」
は
、
善
珠
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
認
識
可
能
な
第
六
意
識
と
捉

え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
神
識
」
が
改
善
さ
れ
な
い
の
は
、
娘
の
「
愛
心
」

と
い
う
心
的
作
用
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
愛
」
と
い

う
人
間
本
来
の
感
情
・
衝
動
・
欲
求
が
、
「
神
識
」
と
連
関
す
る
こ
と
で
、
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ま
た
、
本
縁
の
傍
線
部
イ
や
傍
線
部
ウ
か
ら
本
縁
は
「
愛
」
に
よ
る
因

業
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
Ｂ
の
母
は
、
前
世
に
お
け

る
息
子
へ
の
深
い
「
愛
心
」
に
よ
り
、
来
世
で
の
逢
瀬
を
希
求
し
、
輪
廻

を
果
た
し
て
息
子
と
結
ば
れ
る
。
Ｂ
を
通
し
て
娘
の
因
業
を
考
察
す
る
と

「
愛
心
」
を
持
っ
た
娘
と
蛇
は
前
世
に
お
い
て
も
関
係
を
も
っ
て
お
り
、
「
愛

心
」
の
業
に
搦
め
捕
ら
れ
た
娘
は
、
そ
の
生
を
流
転
し
続
け
る
こ
と
を
意

味
す
る
と
い
え
る
。
そ
れ
故
に
三
年
後
に
再
度
、
蛇
と
「
愛
婚
」
す
る
の

で
あ
ろ
う
。
本
縁
が
Ａ
（
２
）
を
語
る
の
は
、
仏
の
説
法
を
感
得
で
き
ず

に
、
己
の
業
を
背
負
っ
た
娘
の
姿
を
語
る
こ
と
に
『
霊
異
記
」
の
意
図
が

あ
っ
た
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
輪
廻
を
繰
り
返
す
こ
と
が
娘
の
因
業
で
あ

り
、
業
の
内
実
に
は
、
「
愛
」
と
い
う
人
間
存
在
の
根
本
で
あ
る
欲
望
と
、

そ
の
感
情
が
深
く
根
ざ
し
て
い
た
。

娘
の
因
業
に
繋
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
娘
の
「
神
識
」
と
そ
の
内
部
に

深
く
絡
み
付
く
因
果
を
表
す
言
葉
が
、
「
愛
心
深
入
」
で
あ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

来
な
か
っ
た
。

本
稿
で
は
、
「
霊
異
記
」
内
の
表
現
を
通
し
て
中
巻
第
四
十
一
縁
の
意

義
を
考
察
し
た
。
娘
の
発
し
た
「
夢
の
如
し
」
と
は
、
娘
が
自
身
の
「
神

識
」
を
改
善
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
る
。

唯
識
説
を
通
せ
ば
、
娘
が
「
愛
心
深
入
」
と
い
う
心
（
識
）
の
状
態
で
あ
り
、

そ
の
強
い
「
愛
心
」
に
よ
っ
て
自
ら
の
「
神
識
」
を
改
善
し
得
な
か
っ
た

た
め
で
あ
る
。
夢
見
に
お
け
る
、
仏
か
ら
の
教
え
に
気
付
か
な
い
娘
の
「
神

識
」
は
、
己
の
「
愛
心
」
に
よ
っ
て
生
じ
る
因
縁
を
断
ち
切
る
こ
と
が
出

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
本
縁
の
Ａ
、
Ｂ
は
異
質
な
「
愛
心
」
で

は
あ
る
が
、
Ｃ
の
父
の
息
子
に
対
す
る
「
重
愛
」
と
い
う
家
族
の
普
遍
的

な
愛
に
関
し
て
も
、
共
通
し
て
人
間
が
過
剰
に
執
着
す
る
心
が
因
縁
と
し

て
根
本
に
あ
る
。
い
わ
ば
、
本
縁
は
己
の
心
に
起
こ
る
愛
を
巡
る
業
を
問

題
と
し
て
提
言
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
仏
で
す
ら
救
済
し
得
な
い
愛
業
を

抱
い
た
女
の
姿
を
説
く
こ
と
が
本
縁
の
意
義
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

注
（
１
）
『
日
本
霊
異
記
」
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
別
『
日
本

霊
異
記
」
（
出
雲
路
修
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
十
二
月
）

に
拠
る
。
以
下
同
じ
。
た
だ
し
、
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
注
（
８
）

参照。

（
２
）
『
霊
異
記
」
中
巻
第
四
十
一
縁
の
主
な
先
行
研
究
と
し
て
は
以
下

が
挙
げ
ら
れ
る
。
藤
森
賢
一
「
蛇
の
恋
」
含
谷
山
茂
教
授
退
職
記
念

国
語
国
文
学
論
集
』
塙
書
房
、
一
九
七
二
年
十
二
月
）
、
黒
沢
幸
三
「
古

代
伝
承
文
学
の
意
義
」
（
『
日
本
古
代
の
伝
承
文
学
の
研
究
」
塙
書
房
、

一
九
七
六
年
六
月
）
、
古
橋
信
孝
「
愛
欲
の
自
覚
」
（
古
代
文
学
研
究

叢
書
２
『
和
文
学
の
成
立
奈
良
平
安
初
期
文
学
史
論
」
若
草
書
房
、

一
九
九
八
年
十
二
月
）
、
北
郷
聖
弓
日
本
霊
異
記
」
中
巻
第
四
十
一

縁
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
陰
陽
五
行
の
視
点
か
ら
ｌ
」
含
解
釈
」
第
四
十
三

巻
、
二
○
○
三
年
六
月
）
、
青
野
美
幸
ヨ
日
本
霊
異
記
」
に
み
る

蛇
像
の
変
容
ｌ
中
巻
第
八
縁
、
中
巻
第
十
二
縁
、
中
巻
第
四
十
一
縁

ｌ
」
二
鳴
尾
説
林
」
十
三
号
、
武
庫
川
女
子
大
学
日
本
文
学
談
話
会
、

二
○
○
六
年
二
月
）
な
ど
。
異
類
婚
や
三
輪
山
神
話
の
側
面
か
ら
論

じ
ら
れ
る
傾
向
の
中
、
永
藤
靖
氏
は
、
本
縁
の
娘
に
つ
い
て
個
人
に

お
け
る
「
性
愛
」
の
問
題
が
描
か
れ
る
と
指
摘
す
る
点
に
首
肯
す
る
。

（
永
藤
靖
「
三
輪
山
説
話
の
変
貌
ｌ
蛇
神
か
ら
妖
怪
へ
ｌ
」
含
日
本

霊
異
記
の
新
研
究
」
新
典
社
、
一
九
九
六
年
四
月
）
。
永
藤
氏
の
見
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解
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
娘
の
文
言
と
そ
の
心
の
有
り
様
に
注
目
す
べ

き
だ
と
考
え
る
。

（
３
）
狩
谷
校
齋
『
日
本
霊
異
記
孜
證
』
（
正
宗
敦
夫
ほ
か
『
狩
谷
被
齋

全
集
』
第
二
、
日
本
古
典
全
集
、
一
九
二
六
年
一
月
）

（
４
）
本
稿
で
本
文
に
使
用
し
た
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
霊
異

記
」
は
、
底
本
に
真
福
寺
本
を
使
用
す
る
が
、
本
縁
は
中
巻
の
残

る
来
迎
院
本
、
国
会
図
書
館
本
に
は
残
存
し
な
い
話
で
あ
る
。
な

お
、
真
福
寺
本
の
模
写
孔
版
で
あ
る
『
校
注
真
福
寺
本
日
本
霊
異

記
」
（
小
泉
道
、
訓
点
語
学
会
編
『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
別
刊
第
二
、

一
九
六
二
年
）
に
て
本
縁
の
当
該
箇
所
を
確
認
で
き
る
。

（
５
）
板
橋
倫
行
『
日
本
霊
異
記
」
（
春
陽
堂
、
一
九
二
九
年
五
月
）
。

松
浦
貞
俊
『
日
本
國
現
報
善
悪
霊
異
記
註
鐸
」
（
大
東
文
化
大
学
東

洋
研
究
所
叢
書
岨
、
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所
、
一
九
七
三
年
六

月）。小
泉
道
『
日
本
霊
異
記
」
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
新
潮
社
、

一九八四年五月）。

（
６
）
注
（
５
）
参
照
。

（
７
）
遠
藤
嘉
基
・
春
日
和
男
『
日
本
霊
異
記
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系

、
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
三
月
）
。

多
田
一
臣
『
日
本
霊
異
記
」
中
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
七
年
十
二
月
）
。

（
８
）
新
大
系
本
は
「
愛
心
」
を
「
愛
ぶ
る
心
深
く
入
ら
ぱ
」
と
「
愛
心
」

を
分
け
て
訓
読
す
る
。
し
か
し
、
仏
典
に
「
愛
心
」
の
語
が
確
認
で

き
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
四
節
に
て
娘
の
「
愛
心
」
を
検
討
す
る
た

め
に
熟
語
と
し
て
捉
え
、
「
愛
心
深
く
入
り
て
」
と
改
め
た
。
な
お
、

Ｂ
も
「
深
く
愛
ぶ
る
心
を
結
び
」
（
新
大
系
）
↓
「
深
く
愛
心
を
結
び
」

（本稿）と改めた。

（
９
）
多
田
一
臣
「
古
代
の
夢
」
（
小
島
孝
之
編
『
説
話
の
界
域
」
笠
間
書
院
、

二○○六年七月）。

（
皿
）
掲
載
説
話
以
外
の
夢
の
場
面
は
、
中
巻
第
十
五
縁
／
中
巻
第

三
十
二
縁
／
下
巻
第
二
十
四
縁
が
あ
り
、
『
霊
異
記
」
に
お
け
る
夢

に
つ
い
て
は
、
榊
原
史
子
二
日
本
霊
異
記
』
と
夢
」
（
小
峯
和
明
・

篠
川
賢
編
『
日
本
霊
異
記
を
読
む
」
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
四
年
一

月
）
の
論
が
あ
る
。

（
ｕ
）
原
文
「
三
種
之
夢
」
を
説
話
内
容
か
ら
狩
谷
被
齋
が
「
疑
罪
字
」

と
指
摘
し
て
以
降
、
「
三
種
の
罪
」
と
改
め
る
注
釈
書
も
あ
る
。

（
吃
）
中
田
祝
夫
『
日
本
霊
異
記
」
（
新
編
日
本
古
典
全
集
、
小
学
館
、

一
九
九
五
年
九
月
）
。
下
巻
第
三
十
八
縁
頭
注
。

ま
た
、
真
福
寺
本
は
、
本
縁
の
「
神
識
」
の
「
識
」
を
「
議
」
と

取
る
。
『
古
典
全
書
」
（
武
田
祐
吉
）
以
降
、
注
釈
書
は
「
識
」
に
改

め
る
。
下
巻
第
三
十
八
縁
の
「
神
識
」
に
校
異
は
な
い
た
め
本
稿
に

お
い
て
も
「
識
」
と
取
る
。

（
過
）
『
続
日
本
紀
」
の
引
用
は
③
『
続
日
本
紀
」
１
（
新
日
本
古
典
文

学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
三
月
）
、
④
『
続
日
本
紀
」
２
（
新

日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
九
月
）
に
よ
る
。

（
Ⅲ
）
宇
井
伯
壽
『
コ
ン
サ
イ
ス
佛
教
辞
典
』
（
大
東
出
版
社
、
一
九
三
八

年六月）。

（
焔
）
以
下
よ
り
引
用
す
る
仏
典
の
訓
読
文
は
『
国
訳
一
切
経
』
に
よ
り
、

『
大
正
蔵
』
に
お
け
る
該
当
箇
所
を
載
せ
る
。
『
薬
師
琉
璃
光
如
来
本

願
功
徳
経
』
（
「
国
訳
一
切
経
」
経
集
部
第
十
二
巻
）
。
（
大
正
蔵
一
四

’
四
○
七
ｂ
～
Ｃ
）
。

（
岨
）
引
用
し
た
善
珠
『
本
願
薬
師
経
紗
」
（
日
本
大
蔵
経
第
九
巻
一
八
一

頁
下
段
）
の
訓
読
文
は
津
田
博
幸
弓
霊
異
」
と
仏
典
注
釈
」
（
古
代

文
学
会
叢
書
Ⅳ
『
聖
典
と
注
釈
仏
典
注
釈
か
ら
見
る
古
代
」
山
口

敦
史
編
、
武
蔵
野
書
院
、
二
○
二
年
十
一
月
）
を
参
考
に
し
た
。
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そ
の
他
（
中
巻
第
十
九
縁
）
が
あ
る
。

（
路
）
『
仏
本
行
集
経
」
畠
国
訳
一
切
経
』

（
別
）
武
田
比
呂
男
「
『
日
本
霊
異
記
』
に
あ
ら
わ
れ
た
〈
や
ま
い
〉
」
（
大

野
順
一
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
日
本
文
芸
思
潮
史
論
叢
』

ぺ
り
か
ん
社
、
二
○
○
一
年
三
月
）
。

（
〃
）
『
霊
異
記
」
に
お
け
る
「
愛
」
の
用
例
と
し
て
①
子
か
ら
親
へ
の

愛
（
上
巻
第
二
十
四
縁
）
②
親
か
ら
子
へ
の
愛
（
上
巻
第
十
二
縁
／

中
巻
第
四
十
一
縁
／
下
巻
第
二
十
七
縁
）
③
異
性
へ
の
愛
（
上
巻
第

三
十
一
縁
／
中
巻
第
三
縁
（
二
例
）
／
中
巻
第
十
三
縁
（
二
例
）
／

中
巻
第
四
十
一
縁
（
四
例
）
／
下
巻
第
十
六
縁
／
下
巻
第
十
八
縁
／

下
巻
第
三
十
八
縁
）
④
慈
愛
・
敬
慕
（
上
巻
第
十
八
縁
／
中
巻
序
文

／
中
巻
第
七
縁
）
⑤
地
名
（
中
巻
第
四
縁
／
中
巻
第
二
十
七
縁
）
⑥

（
Ⅳ
）
津
田
博
幸
ヨ
霊
異
』
と
仏
典
注
釈
」
（
古
代
文
学
会
叢
書
Ⅳ
「
聖

典
と
注
釈
仏
典
注
釈
か
ら
見
る
古
代
」
山
口
敦
史
編
、
武
蔵
野
書

院
、
二
○
二
年
十
一
月
）
。

（
肥
）
『
瑞
伽
論
記
」
亀
国
訳
一
切
経
』
論
疏
部
第
九
巻
）
（
大
正
蔵
四
二

’三二○ａ）。

（
岨
）
『
出
曜
経
」
（
『
国
訳
一
切
経
」
本
縁
部
第
十
一
巻
）
（
大
正
蔵
四
’

七二九Ｃ）。

（
別
）
『
霊
異
記
』
に
は
薬
師
信
仰
の
説
話
が
多
く
散
見
さ
れ
る
。
下
巻

第
十
一
縁
（
盲
目
の
女
が
薬
師
仏
の
木
造
に
祈
願
す
る
）
、
下
巻
第

十
二
縁
（
盲
目
の
男
が
薬
師
寺
の
正
面
で
千
手
観
音
に
祈
願
す
る
）
、

下
巻
第
二
十
一
縁
（
薬
師
寺
の
僧
が
盲
目
に
な
り
、
金
剛
般
若
経
を

読
経
す
る
）
、
下
巻
第
三
十
四
縁
（
大
き
な
腫
瘍
を
持
つ
女
が
薬
師

経
と
金
剛
般
若
経
、
観
世
音
経
を
読
経
し
、
腫
瘍
が
癒
え
る
）
な
ど

の
よ
う
に
薬
師
仏
や
観
音
へ
の
信
仰
を
も
っ
て
病
者
は
そ
の
病
を
癒

や
す
こ
と
に
な
る
。

本
縁
部
第
三
巻
）
（
大
正
蔵
三

’七一三ａ）。

露
）
『
成
唯
識
論
了
義
燈
」
（
『
国
訳
一
切
経
」
論
疏
部
第
十
九
巻
）
（
大

正
蔵
四
三
’
七
三
五
ｂ
）
。

（
妬
）
『
出
曜
経
」
の
引
用
は
⑬
『
国
訳
一
切
経
』
（
本
縁
部
第
十
一
巻
）
（
大

正
蔵
四
’
七
○
四
Ｃ
）
、
⑭
『
国
訳
一
切
経
豈
本
縁
部
第
十
一
巻
）
（
大

正
蔵
四
’
六
三
六
ｂ
～
六
三
六
ｃ
）
に
よ
る
。

（
邪
）
『
霊
異
記
」
に
お
け
る
「
婚
」
の
用
例
と
し
て
は
、
「
天
皇
后
と
大

安
殿
に
悪
て
婚
合
ひ
た
ま
ふ
」
（
上
巻
第
一
縁
）
、
「
他
の
烏
逓
に
来

た
り
て
婚
ふ
。
今
の
夫
に
軒
み
婚
ひ
」
（
中
巻
第
二
縁
）
、
「
嬢
の
背

に
踞
り
て
裳
を
挙
げ
て
婚
ふ
」
（
下
巻
第
十
八
縁
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

い
ず
れ
の
場
合
も
一
方
的
な
「
犯
し
」
で
は
な
い
。
本
縁
に
お
い
て
、

娘
と
蛇
と
の
二
度
の
姦
通
が
「
婚
」
の
字
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る

点
か
ら
す
れ
ば
、
娘
は
た
だ
蛇
に
犯
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
娘
自
身

の
「
愛
心
」
に
よ
っ
て
「
愛
婚
」
し
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

※
本
稿
は
二
○
二
年
古
代
文
学
会
十
二
月
例
会
（
於
共
立
女
子
大
学
）

に
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
で
す
。
席
上
の
方
々
か
ら
多
く
の
ご
意
見

を
賜
り
、
本
稿
に
反
映
い
た
し
ま
し
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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